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Ⅰ.法人の概要 

1.設立年月日  一般財団法人 TAKEUCHI育英奨学会：平成 27年 9月 1日 

        公益財団法人 TAKEUCHI育英奨学会：平成 28年 3月 29日 

 

 

2.定款に定める目的 

この法人は、長野県出身の理工系の学生及び長野県内の理工系の学生に対する奨学援助を

行い、品行方正、成績優秀でありながら、経済的理由から修学が困難である若者たちを援助

し、将来社会に貢献し得る有用な人材の育成に寄与することを目的とする。 

また、北信越地方の大学院、大学、短期大学および高等専門学校の理工系の研究室等に所属

する研究者又は研究グループに対して助成をすることにより、北信越地方の学術研究の振

興と発展に寄与することを目的とする。 

 

 

3.定款に定める事業内容 

この法人は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（1）長野県出身の理工系の学生及び長野県内の理工系の学生に対する奨学援助 

（2）北信越地方の大学院、大学、短期大学および高等専門学校の理工系の研究室等に所属

する研究者又は研究グループに対しての助成 

 

 

4.所管官庁に関する事項 

        内閣府 

 

 

5.事務所 

        長野県埴科郡坂城町上平 205 株式会社竹内製作所内 
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6.役員等に関する事項（平成 31年 4月 30日現在） 

 

（1）評議員 

役員 氏名 常勤・非常勤の別 担当職務・現職 

評議員 渡辺 孝彦 非常勤 会社役員 

評議員 野々山 敬三 非常勤 会社役員 

評議員 柳澤 次夫 非常勤 会社役員 

評議員 吉満 高広 非常勤 会社役員 

評議員 水本 正俊 非常勤 会社役員 

評議員 小西 哉 非常勤 大学教授 

 

（2）理事・監事 

理事長 竹内 明雄 非常勤 会社役員 

理事 竹内 敏也 非常勤 会社役員 

理事 中沢 一 非常勤 - 

理事 松山 信久 非常勤 会社役員 

理事 小出 貞之 非常勤 団体役員 

理事 平田 哲夫 非常勤 大学教授 

監事 中村 義忠 非常勤 税理士 

監事 佐藤 信司 非常勤 会社役員 

 

 

 

 

7.許認可に関する事項 

・当事業年度において、寄附や定款の変更など許認可に関する事項は行われていない。 
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Ⅱ.事業の状況 

1.事業の実施状況 

・奨学金募集活動  財団のホームページ、大学等への募集案内送付、学校への訪問を通じ

て募集を行った。 

・助成金募集活動  財団のホームページ、大学等への募集案内送付、北信越地方の大学等

を個別訪問し、募集を行った。 

・2019 年度奨学生の募集 財団のホームページ、新聞広告掲載大学等への募集案内送付、

学校への訪問を通じて募集を行っている。 

・2019 年度助成金の募集 財団のホームページ、大学等への募集案内送付、北信越地方の

大学等を個別訪問し、募集を行っている。 

・選考委員会    平成 30年 6月 11日、7月 5日、平成 30年度（平成 30年 5月 1日

～平成 31年 4月 30日）奨学金支給対象者の選考と平成 30年度（平

成 30 年 5 月 1 日～平成 31 年 4 月 30 日）助成金支給対象者の選考

を行い、奨学生 42名、助成先 18件が選出された。 

          奨学生 1名に対し 6万円/月を 2 年間支給しており、助成先へは総額

4,314万円支給した。 

・交流会      平成 30 年 8 月 9 日、平成 30 年度の奨学生、助成先、財団役員との

交流会を開催し、事務局含め 69名が参加した。奨学生からは近況報

告、助成先からは研究状況の報告と代表 2 名からは現状の研究成果

発表をしていただき、昼食会を挟んで竹内製作所の工場見学を行っ

た。 

           

2.役員会等に関する事項 

開催年月日 区分 場所 議事事項 

H30年 5月 12日 みなし理事会     - 

・保有株式(㈱竹内製作所)の議決権行

使の件 

→議案通り、承認可決された 

H30年 6月 7日 監査 竹内製作所 

・平成 29年 5月 1日から平成 30年 4

月 30日までの事業年度の理事の職務

の執行監査 

→定款に違反する重大な事実は認めら

れず、適切に行われている。 

→法人の財産及び損益（正味財産増

減）の状況をすべての重要な点におい

て適正に表示している。 
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H30年 6月 18日 みなし理事会     - 

・第 3期（平成 29年 5月 1日～平成

30年 4月 30日）事業報告、決算書類

承認の件 

・定時評議員会開催の件 

→議案通り、承認可決された 

H30年 7月 20日 定時評議員会 竹内製作所 

・第三期（平成 29年 5月 1日～平成

30年 4月 30日）事業報告、決算書類

承認の件 

・監事選任の件 

→議案通り、承認可決された 

H30年 10月 18

日 

みなし評議員

会 
竹内製作所 

・理事、評議員選任の件 

→議案通り、承認可決された 

H30年 11月 20

日 
定時理事会 竹内製作所 

・選考基準・募集要項変更の件 

→議案通り、承認可決された 

報告事項 

理事・評議員辞任、選任の報告 

代表理事職務執行状況報告 

H31年 3月 6日 みなし理事会     - 

・平成 31年度（第 5期） 奨学生募集要

項、助成金募集要項の件 

→議案通り、承認可決された 

H31年 3月 20日 みなし理事会     - 
評議員会開催の件 

→議案通り、承認可決された 

H31年 4月 19日 定時理事会 竹内製作所 

・平成 31年度事業計画書の件 

・収支予算書（正味財産増減計算書）の

件 

→議案通り、承認可決された 

報告事項 

・代表理事職務執行状況報告 
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H31年 4月 19日 定時評議員会 竹内製作所 

・平成 31年度事業計画書の件 

・収支予算書（正味財産増減計算書）の

件 

→議案通り、承認可決された 

 

 


